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院
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柚
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君
提
出
民
間
病
院
等
が
移
転
及
び
新
設
等
に
伴
い
近
隣
の
薬
局
用
地
等
利
害
関
係
の
あ
る
法
人
等
に

売
却
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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新
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に
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用
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等
に
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ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
事
実
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十

号
）
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

な
お
、
医
療
法
人
が
当
該
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
等
を
建
設
す
る
た
め
に
必
要
な
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
及
び
利
用
す

る
予
定
の
な
い
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
及
び
医
療
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
医
療
法
人

が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
九
条
等
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
土
地
の
売
買
等
を
業
と
し
て

行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。


